
令和８年度 事業計画 

 

 

我が国では少子高齢化が急速に進み、人口減少と労働力不足が大きな課題となっていま

す。このような状況において、働く意欲のある高齢者が能力を発揮できる場として、シル

バー人材センターへの期待がこれまで以上に高まっています。 

地域社会の活力を維持していくためには、高齢者の方々が地域社会の担い手として活躍

できる場を提供することが非常に重要です。シルバー人材センターは、高齢者の方々が就

業を通じて地域社会に貢献し、生きがいや居場所を見つけるための重要な役割を担ってい

ます。 

全国的にシルバー人材センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、会員数

の減少が続いています。これを受けて、全国シルバー人材センター事業協会は「新たな仲

間づくり計画」（10 万人の増加を目指す）を策定し、令和 7 年度以降、会員数の持続的な

拡大を最重要課題とし、特に女性会員の拡大や、80 歳を超えても活躍できる就業環境の整

備、デジタル化の推進などを重点項目と位置付けました。また、会員の平均年齢が年々上

昇傾向にあり、就業中の事故件数も全国的に増加傾向にあります。そのため、会員の安全

就業対策、入会促進、退会抑制が喫緊の課題となっています。 

センター事業におきましては、令和８年度も引き続き、第３次中期計画（令和５年度～

令和９年度）の６つの基本方針に基づき、事業を推進してまいります。 

今年度の目標は、会員数２，０５０人、粗入会率１．８１％、契約件数２，８００件、

契約金額１，２１３，０００，０００円、就業実人員１，９２６人、就業率９４．０％を

設定しております。 

事業の推進にあたり皆様のさらなるご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 

１基本方針 

（１） 会員数の拡大 

（２） 就業機会の拡大 

（３） 普及啓発活動の推進 

（４） 事業運営・体制の強化 

（５） 安全・適正就業の徹底 

（６） 地域貢献 

 



２事業実施計画 

（１）会員数の拡大 

ア 入会説明会の内容・方法等について、わかりやすく魅力を伝えるように改善を図る。 

イ 女性会員拡大のため、女性会「you・i 倶楽部」の活動を推進する。 

ウ 市報への掲載及びチラシ配布等、その他の広報媒体を利用し入会促進を図る。 

エ ホームページや「事務局だより」等を活用し随時就業情報を提供して就業促進に繋

げる。 

オ 就業相談会を実施し、就業機会の提供に努める。 

カ 同好会等と連携して作品展を開催し、会員相互の交流を図ると共に、広く市民に事 

業のＰＲを行う。 

キ 健康増進のための行事を実施して、会員の仲間意識を高めると共に健康保持に努め

る。 

ク 会員ニーズに対応した事業運営を推進する。 

 

（２）就業機会の拡大 

ア 高齢者地域安心いきいき事業（家事援助サービス事業）の就業開拓のために、コー

ディネーター・会員・事務局・行政の連携を図る。 

イ 除草・剪定作業について、就業機会の確保に努める。 

ウ 就業機会拡大推進員等の事業所訪問による受注の確保に努める。 

エ 新規事業の開発を検討し、就業機会の拡大を図る。 

オ 就業基準の適正な運用や会員の希望と能力に応じた公平・公正なワークシェアリン 

グを推進する。 

カ 就業情報の開示、各種講習会の実施による希望職種への就業や就業率の向上を図る。 

キ 発注者のニーズに応えるための知識、技能及び接客マナー等の研修会を開催する。 

ク 健康で意欲と能力のある８０歳以上の会員が安心して就業できるよう、仕事内容や

就業時間などに配慮した就業機会の確保に努める。 

 

（３）普及啓発活動の推進 

ア 会員作品展の開催や吹田産業フェア、シルバー人材センターフェスティバル等への

出店によりセンターの普及啓発に努める。 

イ センター主催ボランティア活動、自主ボランティア活動によるセンターの普及啓発

に努める。 

ウ センター事業について、多くの市民の理解を得られるよう、役職員・会員が協力し

てチラシの配布や広報媒体の活用、公共施設へのリーフレットの設置等を行い普及啓

発活動に努める。 

エ ホームページを積極的に活用し、一層の普及啓発に努める。 



（４）事業運営・体制の強化 

ア 専門部会及び各種委員会等において会員主体の運営を図る。 

イ 地域委員活動の円滑な運営を図る。 

ウ 総合的自転車対策事業の積極的かつ円滑な運営を図るとともに、自主・自立的な運

営体制、体質への改善・強化に取り組む。 

エ 公益法人財務３基準に準拠した適正な事業運営を図る。 

オ 令和９年度（２０２７年度）事業計画の策定に取り組む。 

カ 役職員・各種委員・会員の知識向上のために情報等の収集や研修を行う。 

キ 受託事業及び派遣事業を拡大し、事務費収入等の自主財源の確保に努める。 

ク インボイス制度の対策に取り組む。 

ケ 生涯現役社会実現の役割を果たすべく、国及び吹田市に対してシルバー人材センタ

ー事業への支援を継続して要請する。 

コ センター事業の発展に向け、吹田市高齢者生活支援体制整備協議会などの会議に継

続して参画するなど行政との連携に努める。 

サ 研修や講習を通じて職員の資質を高めるとともに、事業運営に関する適切な事務局

体制を図る。 

 

（５）安全・適正就業の徹底 

ア 安全就業月間や交通安全月間を設定し、安全意識の啓発や講習に会員の参加を促

し、「安全就業について」を発行して安全意識を高める。 

イ 安全対策委員並びに安全就業推進員による安全パトロールを強化し、事故発生の抑

制に努める。 

ウ 会員就業規程、安全就業基準に定める安全、健康事項を周知して会員の就業途上並

びに就業時の事故ゼロを目指す。 

エ ＫＹＴ（危険予知訓練）を定着させ、講習会等で安全の感性の向上に努める。 

オ 会員の健康保持のため、「安全就業について」による注意喚起や健康診査の受診を奨

励する。 

カ 適正就業ガイドラインの周知を図り、会員一人あたりの就業時間や就業形態を見直

し、就業の適正化を推進する。 

キ センター主催の行事については、感染症の最新の情報を収集し、必要な対策を行う。 

 

（６） 地域貢献 

ア 第３次中期計画に沿ったセンター事業を推進することにより、生きがいの充実や健 

康寿命の増進を図り、地域経済の活性化に貢献する。 

イ ボランティア活動を通じて地域福祉に貢献する。 

 


